
　（療育手帳Ａ１、Ａ２相当）

③身体障害者手帳３級、４級かつ

知能指数５０以下（療育手帳Ｂ１相当）

(※)転入日または助成要件に該当した日のほうが遅い場合はその日から

◇ 費用は、一旦支払っていただきます。後日、申請により助成します。

　    ☆ こども医療では、６歳到達後の最初の３月３１日（未就学児）までは、栃木県内の

  　  医療機関等の窓口での保険診療分の支払は不要です。（現物給付といいます）

◇ 助成の対象は、保険診療のみになります。

  　（総医療費の１・２・３割に相当する一部負担金分が助成対象です） ◇ 印鑑 (シャチハタ以外のもの)

    　☆保険外（自費）分は、助成対象外となります。 ◇ 健康保険証 (対象者のもの)

◇ 月ごと、医療機関ごと（同じ医療機関でも入院と外来はそれぞれ別）に、５００円の ◇ 通帳 (受給資格者名義のもの)

　　自己負担がかかります。（調剤薬局分は、自己負担なし） ◇ ＜こども医療・妊産婦医療＞ 母子手帳

　  　☆ただし、１８歳到達後の最初の３月３１日までの間にあるこどもについては、 ◇ ＜重度心身障害者医療＞  身体障害者手帳、療育手帳又は診断書

　　　　自己負担はありません。 ＊ 必要に応じて、その他の書類を提出いただく場合があります。

  　（重度心身障害者医療では、市民税非課税世帯の自己負担免除制度があります。

 　　該当者は、毎年６月に更新申請が必要です） 制度の詳細につきましては裏面記載の担当各課にお問い合わせください。

◇ 高額療養費や附加給付など、他の制度での給付がある場合には、その額を控除して

  助成します。

申 請 の 際 に 必 要 な も の

ひとり親家庭医療 (緑)

対　象　者

下記①②いずれかに該当する者
（受給資格者：養育者）

         ①１８歳未満の子を養育している

重度心身障害者医療 (青)

対　象　者

         ひとり親とその子

         ②両親以外に養育されている子

下記①②③いずれかに該当する者
（受給資格者：本人）

申請した月の初日（※）

〜

子が１８歳到達後の最初の３月３１日

□所得制限があります□
助　  　成　  　内  　　容

母子手帳交付月の初日（※）
〜

出産した月の翌月末日

状態が良くなるまで

１８歳到達後の最初の３月３１日
　（婚姻されている方は対象外です）

矢板市の医療費助成制度について (平成２７年４月～）

矢板市では、市民のみなさんの医療費の負担を軽減し、保健の向上と福祉の増進を図るために、次のような医療費助成制度を行っています。

＜対象者は、矢板市に住所があり、各種健康保険制度に加入している人になります＞

こども医療 (桃)

対　象　者

妊産婦医療 (黄)

１８歳まで（高校３年生相当）のこども
（受給資格者：保護者）

助  成  期  間

出生日（※）
〜

妊娠している者

対　象　者

（受給資格者：本人）

助  成  期  間

助  成  期  間

□毎年８月に更新手続が必要です□

①身体障害者手帳１級、２級

②知能指数３５以下

助  成  期  間

申請した月の初日（※）
〜

担当：子ども課 担当：子ども課

担当：子ども課

担当：社会福祉課


